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だいぶ下火になってきたと思われた、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザも、いま

だにぽつぽつと感染者が出ています。特にインフルエンザは季節を問わず発症しています。暑

くなったり、寒さが戻ったり安定しない天候が続いており、新生活の疲れも出る頃です。ご家

庭におかれましても、引き続き、感染症予防対策や健康管理に努めていただけますようお願い

します。 

 

 保護者の方へ  

 「インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」に罹患した場合には、保護者が記載する各

「療養報告書」を、今年も継続いたします。 

その他インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の出席停止となる感染症（下記参照）

に罹患した場合には、「治癒証明書」を医師に記入していただきご提出ください。 

 

○「インフルエンザにおける療養報告書」、「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」及

び「治癒証明書」（インフル、コロナ以外の出席停止となる感染症の場合）は、必要時学校で配

付します。鬼石中ホームページよりダウンロードして使用することも可能です。 

○「インフルエンザにおける療養報告書」とその提出について、インフルエンザと診断された際の

対応・手順について裏面をご確認くださいますようお願いします。また、なにか不明な点があり

ましたら学校（TEL ５２－２７５０）までお問い合わせください。 

 



保護者 様 

インフルエンザにおける療養報告書の提出について 

          群 馬 県 医 師 会  

          群馬県教育委員会  

 

群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明

書をいただいておりましたが、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書」

に変更いたします。なお、扱いに変更が生じた際には、改めてお知らせいたします。            

 

 

インフルエンザと診断された際の対応・手順 

（１） 受診時、医師に登校可能予定日を確認 

（２） 速やかに学校に報告 

（３）「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録 

（４）検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録 

（５）回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、 

学校に提出 

［参考］インフルエンザの出席停止期間の基準（学校保健安全法施行規則第 19 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席停止期間のめやす表 

発症後日数 0（発症日） 1  2  3  4  5  6  7  8日目 

例
１ 

発症から 1日目に

解熱した場合 
発熱 解熱  

例
２ 

発症から 2日目に

解熱した場合 
発熱 解熱 

 

例
３ 

発症から 3日目に

解熱した場合 
発熱 解熱    

例
４ 

発症から 4日目に

解熱した場合 
発熱 解熱   

例
５ 

発症から 5日目に

解熱した場合 
発熱 解熱 

 

※「発症した後 5 日」、「解熱した後 2 日（幼児にあっては 3 日）」のどちらか一方のみの基準を満たした状態 

では登校再開とはなりません。登校再開には、両方の基準を満たす必要があります。 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては 3 日）を経過するまで」 

※ 「発症した後 5 日」とは、発症した日（発熱等の症状が出た日）を 0 日とし、翌日を 1 日目と

して、その日から数えて 5 日を経過した日となります。 

※ 「解熱した後 2 日（幼児にあっては 3 日）」とは、解熱した日を 0 日とし、翌日を 1 日目とし

て、その日から数えて 2 日（幼児にあっては 3 日）を経過した日となります。 

登校可能 


